
 
－都税についてのお知らせ－ 

 

 

お手元の納付書により、1２月２７日（水）までにお納めください。 

＜ご利用になれる納付方法＞ 

①金融機関※１・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口 ②口座振替※２  

③コンビニエンスストア※３ 

 

 

 
 
④金融機関※１・郵便局の   (ペイジー)対応のＡＴＭ、インターネットバンキング、モバイルバンキング※４ 

⑤パソコン・スマートフォン等からのクレジットカード納付 
 平成 27 年度より、クレジットカードでも納付ができるようになりました。 

パソコンやスマートフォン等から都税クレジットカードお支払サイトへアクセスし、お手続きください。 
ご注意 ・税額に応じた決済手数料がかかります。   ・都税事務所や金融機関等の窓口では利用できません。 

   ・支払手続完了後の取消はできません。    ・税額 100 万円未満の納付書に限り納付できます。 
   ・口座振替をご利用中の方は、クレジットカードでの納付はできません。 
   その他、都税クレジットカードお支払サイトの注意事項をご確認の上、ご利用ください。 
   詳細は、都税クレジットカード納付サポートセンター（03-6416-1325）へお問い合わせください。 

※１ 一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。 

※２ 口座振替の申込方法等の詳細は、主税局徴収部納税推進課（03-3252-0955）へお問い合わせください。 

※３ 納付書１枚あたりの合計金額が 30 万円までの納付書（バーコードがあるもの）に限ります。 

※４ ○  （ペイジーマーク）の入っている都税の納付書に限ります。 

  ○領収証書は発行されません。（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。） 

○新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングをご利用する方は、事前に金融機関へのお申込みが必要です。 

〇システムの保守点検作業時には、一時的にご利用できない場合があります。 

 
 
 
 

固定資産税・都市計画税の納付には、安心便利な口座振替をご利用ください。 

お申込みは、口座振替を開始しようとする月の前月の 10 日までに、口座振替依頼書（ハガキ式又はダウ 

ンロード様式）に必要事項を記入の上、郵送していただくか、預（貯）金通帳、通帳届出印、納税通知書 

をご持参のうえ、金融機関または郵便局の窓口でお手続きください（1 月１０日（水）までにお申込みい 

ただくと、固定資産税・都市計画税第４期分から口座振替をご利用いただけます。）。      

＜口座振替のお問い合わせ先＞ 主税局徴収部納税推進課（０３-3２５２-０９５５） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】＜課税について＞ 所管都税事務所の固定資産税班 

＜納税について＞ 所管都税事務所の徴収管理班及び支所・支庁 

＜利用可能なコンビ二エンスストア＞ 

くらしハウス コミュニティ・ストア サークルＫ サンクス スリーエイト スリーエフ 生活彩家  

セブン-イレブン デイリーヤマザキ ニューヤマザキデイリーストア ファミリーマート ポプラ ミニストップ  

ヤマザキスペシャルパートナーショップ ヤマザキデイリーストアー ローソン MMK 設置店（コンビニ以外の店舗 

を含む。ただし、無人端末及び金融機関内端末は除く。） 



 

 

  

～東京都と区市町村が連携し、徴収対策を集中して実施します！～ 
 

都と区市町村では、安定した税収確保と納税の公平性確保を目指して、１２月を「オール東京滞納 STOP 強

化月間」と位置づけ、都と区市町村が連携した広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、捜索等の

滞納処分など、多様な徴収対策に取り組んでいます。 
 

  【納税のご相談窓口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

－都税についてのお知らせ－ 
 

昨年度に引き続き、平成２９年度も 

                         

 
 
 
 
 

減 免 対 象 一画地における非住宅
．．．

用地の面積が 400 ㎡以下であるもののうち 

200 ㎡までの部分 

       ただし、個人又は資本金・出資金の額が１億円以下の法人が所有す

るものに限ります。 

減 免 割 合 固定資産税・都市計画税の税額の２割 
 
減 免 手 続 減免を受けるためには、申請が必要です。 

まだ申請をしていない方で、小規模非住宅
．．．

用地を所有していると思

われる方には、８月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」を

お送りしています。減免の要件を確認のうえ、申請してください。 

 

 

【お問い合わせ先】土地が所在する区にある都税事務所 

納期内納税にご協力をお願いします！ 

 

 

【お問い合わせ先】 主税局徴収部個人都民税対策課 03-5388-3039

税金の種類 23区内 多摩・島しょ地域

個人住民税 各区役所 各市役所・町村役場

個人事業税

固定資産税
都市計画税

各都税事務所 各市役所・町村役場

自動車税

軽自動車税 各区役所 各市役所・町村役場

各都税事務所・各支庁（島しょ地域）

各都税事務所・各支庁（島しょ地域）

１２月は「オール東京滞納 STOP 強化月間」です！ 

※ 同一区内で前年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、新たに

申請する必要はありません。 

23 区内 



 

－都税についてのお知らせ－ 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 57 年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該家

屋に代えて、平成 30 年 3 月 31 日までに、耐震化のため

に新築された住宅のうち、一定の要件を満たすもの 

＜耐震化のための建替え＞ 

新築後新たに課税される年度から 3 年度分について居住

部分の固定資産税・都市計画税を全額減免(減免の対象と

なる戸数は、建替え前の家屋により異なります) 

減免の期間と額 

昭和57 年１月１日以前からある家屋で、平成 30 年 3 月 31

日までに、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工

事を施したもの 

＜耐震化のための改修＞ 

改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住部分で１戸

あたり 120 ㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税

を耐震減額適用後全額減免 

減免の期間と額 

減免対象 減免対象 

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が異なりますのでご注意ください。

詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。 

申請期限 
新築した年の翌々年の 2 月末 

（１月１日新築の場合は翌年の２月末） 

申請期限 
改修工事が完了した日から３ヶ月以内 

 

 

都税に お知らせ



 
 

 
 

東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面

から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合

に、法人事業税、個人事業税を減免しています。 

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対 象 者 
「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者 

・資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。 

対象設備 

次の要件を満たすもの 

①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの 

 ・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量 1,500kl 以上の事業所をいい

ます。 

②「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備」（減価償却資産）で、環境局が導入推奨機器

として指定したもの＊（指定された導入推奨機器は、環境局のホームページで公表しています。）

＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機） 

＊照明設備（蛍光灯照明器具、ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤ誘導灯器具） 

＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類） 

＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム） 

減 免 額 

設備の取得価額（上限 2,000 万円）の２分の１を、取得事業年度の法人事業税額又は取得年の所

得に対して翌年度に課税される個人事業税額から減免 

ただし、当期事業税額の２分の１が限度 

※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可 

対象期間 

（法人）平成３３年３月３０日までの間に終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した

場合に適用 

（個人）平成３２年１２月３１日までの間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 

減免手続 

減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の延長承認を受けている法人の場合は、その日）

までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。 

なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。 

～法人事業税・個人事業税の減免～

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください 

  詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。 検索  主税局 環境減税 

【お問い合わせ先】 

 ●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること 

  ・所管都税事務所の法人事業税・個人事業税班 

  ・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班） 03-5388-2963 

  ・主税局課税部課税指導課   （個人事業税班） 03-5388-2969 

 ●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること 

  東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 03-5990-5091 



 
メールマガジンのご案内 ～ 東京都「公売情報」お知らせメール ～ 

 
東京都では公売情報に関するメールマガジンを発行しています。 
公売の実施情報や今後の予定などを、パソコンや携帯電話に向けてタイムリーに発信し

ていますので、是非ご登録ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
年末年始における、都税事務所・都税支所・支庁、都税総合事務センター・ 

自動車税事務所での事務の取扱いは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：ご利用できます ×：ご利用できません 

 

※閉庁期間でも、金融機関等の窓口、金融機関のペイジー対応の ATM、パソコン等からのクレジット 

カード納付、インターネットバンキング、モバイルバンキング、コンビニエンスストアではご納付いた 

だける場合があります。詳しくは各金融機関等に直接お問い合わせください。 

 

 
 
 
 

 
12 月28 日（木）

12 月 29 日（金） 

～１月 3 日（水）
1 月 4 日（木） 

都 税 の 納 税 ○ ×※ ○ 

都税の申告（申請）書の受付 ○ 
「申告書等受箱」を 

ご利用ください。 
○ 

証 明 書 等 の 取 扱 い ○ × ○ 

【お問い合わせ先】 台東都税事務所 03（3841）1271 

 

 

 
登録無料  

主税局メルマガ 検索

詳細は主税局HPへ

 

 

（お問い合わせ先） 徴収部 徴収指導課 徴収指導班 ０３－５３８８－３０２４ 

 

 

主税局メルマガ 検索

詳細は主税局HPへ

登録無料



 
 
 

 

 

 

 

都税事務所の職員を装って、個人情報を不正に取得したり、金銭をだまし取ろうとする事例が発生してい

ます。 

相手の電話番号が非通知表示であるなど、不審に感じた場合は即答せずに必ず一度電話を切り、主税局総

務部総務課相談広報班（03-5388-2924）までご連絡ください。 

また、万が一被害にあわれた場合は、すぐに警察にご連絡ください。 

＜手口＞ 

 「○○都税事務所の○○です」または「○○都税事務所の者です」と職員を装って電話をかけてきます。その後、以下の事例の

ように個人情報を聞きだそうとします。 

【事例１】 

・「税務調査を行っているので、納税者の情報について確認したい」と質問してくる。 

・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。 

【事例２】 

 ・「誤って督促状を送付してしまった。納税者の情報について再確認したい」と質問をしてくる。 

 ・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。 

【事例３】 

 ・「税金が還付されます」、「払いすぎた医療費をお返しします」とだまし、ＡＴＭに誘い出す。 

 ・ＡＴＭコーナーから指定の電話番号に電話するように指示する。 

 ・指定の電話番号に電話すると、ＡＴＭの操作を言葉巧みに指示し、お金を振り込ませる。 

 

 上記の事例では、共通して“非通知”で電話をかけてくるようです。 

 東京都主税局及び都税事務所では、非通知で電話をかけることは絶対にありません。非通知で電話をかけ

てきたり、還付のためにＡＴＭの操作を求められたら、それは「にせ都税職員」です。十分ご注意ください。 

 
 
 

 

【お問い合わせ先】 主税局総務部総務課相談広報班 03-5388-2924 


